
第

六

百

四

十

一

号

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

四
九
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

四
九
五

告

示

○
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
の
認
定

(

医
療
整
備
課)

四
九
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
九
九

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

五
〇
〇

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
砂

防

課)

五
〇
〇

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
同

)

五
〇
一

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

五
〇
一

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

五
〇
一

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)
五
〇
二

規

則

岐
阜
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
六
号

岐
阜
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

行
政
書
士
試
験
の
実
施)

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
行
政
書
士
試
験
の
受

験
手
続
、
合
格
発
表
そ
の
他
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
当
該
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

第
１
号
様
式
削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

令和７年11月28日 岐 阜 県 公 報 第 641 号( 495 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日



岐
阜
県
規
則
第
八
十
七
号

岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を

第
二
号
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中 ｢

を
削
る
。

｣

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 641 号 岐 阜 県 公 報 令和７年11月28日 ( 496 )

岐
阜
県

収
入
証
紙



 
 

 
  

令和７年11月28日 岐 阜 県 公 報 第 641 号( 497 )



別
記
第
五
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中 ｢

を
削
る
。

｣
附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則(

以

下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行

細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第 641 号 岐 阜 県 公 報 令和７年11月28日 ( 498 )

河
村
病
院

医
療
法
人
社
団
志
朋
会
加

納
渡
辺
病
院

笠
松
病
院

朝
日
大
学
病
院

医

療

機

関

名

岐
阜
市
芥
見
大
般
若
一
丁
目
八

四
番
地

岐
阜
市
加
納
城
南
通
一
丁
目
二

三
番
地

岐
阜
市
中
鶉
三
丁
目
一
一
番
地

岐
阜
市
橋
本
町
三
丁
目
二
三
番

地 所

在

地

岐
阜
県

収
入
証
紙

同 同 同 自

令
和

七
・
一
一
・

一

至

令
和
一
〇
・
一
〇
・
三
一

有

効

期

限

松
波
総
合
病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
岐
阜
・
西
濃
医

療
セ
ン
タ
ー
岐
北
厚
生
病

院 医
療
法
人
秀
幸
会
横
山
病

院 公
立
学
校
共
済
組
合
東
海

中
央
病
院

羽
島
市
民
病
院

福
富
医
院

山
内
ホ
ス
ピ
タ
ル

医
療
法
人
生
友
会
柳
津
病

院 医
療
法
人
社
団
幸
紀
会
安

江
病
院

操
外
科
病
院

医
療
法
人
社
団
誠
広
会
平

野
総
合
病
院

医
療
法
人
社
団
双
樹
会
早

徳
病
院

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
長
良
医
療
セ
ン
タ
ー

近
石
病
院

医
療
法
人
社
団
慈
朋
会
澤

田
病
院

岐
阜
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

岐
阜
清
流
病
院

岐
阜
大
学
医
学
部
附
属
病

院 岐
阜
赤
十
字
病
院

岐
阜
市
民
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ

ー

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八
五
番

地
の
一

山
県
市
高
富
一
一
八
七
番
地
三

各
務
原
市
那
加
元
町
八
番
地

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四
丁
目

六
番
二

羽
島
市
新
生
町
三
丁
目
二
四
六

番
地

岐
阜
市
安
食
一
丁
目
八
七
番
地

一 岐
阜
市
市
橋
三
丁
目
七
番
二
二

号 岐
阜
市
柳
津
町
宮
東
一
丁
目
一

〇
二
番
地

岐
阜
市
鏡
島
西
二
丁
目
四
番
一

四
号

岐
阜
市
四
屋
町
四
三
番
地

岐
阜
市
黒
野
一
七
六
番
地
五

岐
阜
市
宇
佐
南
一
丁
目
八
番
一

号 岐
阜
市
長
良
一
三
〇
〇
番
地
七

岐
阜
市
光
町
二
丁
目
四
六
番
地

岐
阜
市
野
一
色
七
丁
目
二
番
五

号 岐
阜
市
薮
田
南
四
丁
目
一
四
番

四
号

岐
阜
市
川
部
三
丁
目
二
五
番
地

岐
阜
市
柳
戸
一
番
一

岐
阜
市
岩
倉
町
三
丁
目
三
六
番

地 岐
阜
市
鹿
島
町
七
丁
目
一
番
地

岐
阜
市
野
一
色
四
丁
目
六
番
一

号

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同



岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

令和７年11月28日 岐 阜 県 公 報 第 641 号( 499 )

医
療
法
人
白
水
会
白
川
病

院 東
可
児
病
院

医
療
法
人
馨
仁
会
藤
掛
病

院 独
立
行
政
法
人
地
域
医
療

機
能
推
進
機
構
可
児
と
う

の
う
病
院

太
田
病
院

中
部
脳
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
病
院

郡
上
市
民
病
院

県
北
西
部
地
域
医
療
セ
ン

タ
ー
国
保
白
鳥
病
院

社
会
医
療
法
人
白
鳳
会
鷲

見
病
院

美
濃
市
立
美
濃
病
院

医
療
法
人
香
徳
会
関
中
央

病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
中
濃
厚
生
病
院

新
生
病
院

博
愛
会
病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
岐
阜
・
西
濃
医

療
セ
ン
タ
ー
西
美
濃
厚
生

病
院

海
津
市
医
師
会
病
院

医
療
法
人
徳
洲
会
大
垣
徳

洲
会
病
院

医
療
法
人
社
団
豊
正
会
大

垣
中
央
病
院

名
和
病
院

大
垣
市
民
病
院

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ
東
五
七
七

〇
番
地

可
児
市
広
見
一
五
二
〇
番
地

可
児
市
広
見
八
七
六
番
地

可
児
市
土
田
一
二
二
一
番
地
五

美
濃
加
茂
市
太
田
町
二
八
五
五

番
地
の
一

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
五

九
〇
番
地

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
一
二
六
一

番
地

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
二
〇
五

番
地
一

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
番
地
一

美
濃
市
中
央
四
丁
目
三
番
地

関
市
平
成
通
二
丁
目
六
番
一
八

号 関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番
地

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五
五
一

番
地
の
一

不
破
郡
垂
井
町
二
二
一
〇
番
地

の
四
二

養
老
郡
養
老
町
押
越
九
八
六

海
津
市
海
津
町
福
江
六
五
六
番

地
一
六

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
五
番
地

一 大
垣
市
見
取
町
四
丁
目
二
番
地

大
垣
市
藤
江
町
六
丁
目
五
〇
番

地 大
垣
市
南
頬
町
四
丁
目
八
六
番

地

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

千
手
堂
病
院

�
原
整
形
外
科

国
民
健
康
保
険
飛�
市
民

病
院

高
山
赤
十
字
病
院

国
民
健
康
保
険
上
矢
作
病

院 市
立
恵
那
病
院

総
合
病
院
中
津
川
市
民
病

院 岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
東
濃
中
部
医
療

セ
ン
タ
ー
土
岐
市
立
総
合

病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
東
濃
中
部
医
療

セ
ン
タ
ー
東
濃
厚
生
病
院

社
会
医
療
法
人
厚
生
会
多

治
見
市
民
病
院

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

桃
井
病
院

岐
阜
市
菅
原
町
二
丁
目
二
一
番

地 各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
三
丁

目
五
五
〇
番
地
八

飛�
市
神
岡
町
東
町
七
二
五
番

地 高
山
市
天
満
町
三
丁
目
一
一
番

地 恵
那
市
上
矢
作
町
三
一
一
一
番

地
二

恵
那
市
大
井
町
二
七
二
五
番
地

中
津
川
市
駒
場
一
五
二
二
番
地

の
一

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
七
〇

三
番
地
の
二
四

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
番
地
一
号

多
治
見
市
前
畑
町
三
丁
目
四
三

番
地

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目
一
六

一
番
地

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
六
三
番

地

自

令
和

七
・
一
二
・

一

至

令
和
一
〇
・
一
一
・
三
〇

自

令
和

七
・
一
一
・

四

至

令
和
一
〇
・
一
一
・

三

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同



岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
一
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
九
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
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県
道

道
路
の
種
類

苗

木

恵

那
線

路
線
名

中
津
川
市
千
旦
林
字
坂
本
官

公
有
無
番
地
先(

一
四
三
四

番
三)

か
ら

同

市
同

字
同

一

三
九
九
番
一
地
先
ま
で

中
津
川
市
千
旦
林
字
坂
本
一

四
四
一
番
七
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

官

公
有
無
番
地
先(

一
四
三
四

番
三)

ま
で

中
津
川
市
千
旦
林
字
坂
本
一

四
四
一
番
一
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一

四
四
一
番
七
地
先
ま
で

区

間

後 前 Ａ
後

Ｂ
前
Ａ 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� �･�〜��･��･�〜�･� �･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� ��･���･� ��･� ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

金
地
川

区
域
の
名
称

県
道

道
路
の
種
類

苗

木

恵

那
線

路
線
名

不
破
郡
垂
井
町
梅
谷

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

指

定

の

区

域

中
津
川
市
千
旦
林
字
坂
本
一
四
四

一
番
一
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
三
九

九
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

令
和�･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
年
岐

阜
県
告
示
第
百
三
十
二
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
関
ケ
原
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
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金
地
川

区
域
の
名
称

今
須
川
西
の
谷

区

域

の

名

称
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

指

定

の

区

域

不
破
郡
関
ケ
原
町
今
須

区

域

の

所

在

地

土
石
流

土
砂
災
害
の
発

生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種

類 次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
に
示
す
と

お
り
と
す
る
。

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項 土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

今
須
川
西
の
谷

区

域

の

名

称

金
地
川

区

域

の

名

称

不
破
郡
関
ケ
原
町
今
須

区

域

の

所

在

地

不
破
郡
垂
井
町
梅
谷

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
人
事
課
の
表
八
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
二
号
中｢

平
成
十
八
年
人
事
委
員
会
規
則

第
十
二
号)

附
則
第
八
項
第
一
号｣

を｢

令
和
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号)

附
則
第
三
項
第

一
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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金
地
川

区

域

の

名

称

不
破
郡
垂
井
町
梅
谷

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


